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○　後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに、保険料を納めていただくことになり
ます。
　　保険料の額は、年度ごとに、その方の「所得に応じてご負担いただく部分（所得割）」と、
「被保険者の方に等しくご負担いただく部分（被保険者均等割）」の合計額として、後期高
齢者医療制度の運営主体である「後期高齢者医療広域連合」が決定します。

　【平成２０、２１年度の保険料率】

  ・均等割額　　　　　４３，１４３円
  ・所得割の料率　　　　　９．６３％
  ・賦課限度額　　　　　　 ５０万円

○　保険料の額は、年金のほか、事業所得など他の所得があればそれも合算した所得額をも
とに、全体的な負担能力に応じて決定されます。年金の額だけで保険料の額が決まるわけ
ではありません。

　　【保険料の計算】

○　保険料は、後期高齢者の方々全員に支払っていただきますが、原則として介護保険料と
同様、年金の支払期（偶数月）ごとに、年金から自動的に保険料が差し引かれます。これ
により、被保険者の方が自ら、金融機関などに出向いて納付書等で保険料を支払っていた
だく必要はありません。

　　ただし、年金の年額が１８万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料を
合わせた額が、支給される年金額の２分の１を超える方は、年金から天引きできませんの
で、役場で発行する納付書や口座振替などで納めていただくことになります。

○　保険料の賦課・徴収については、制度施行直前に①国保に加入していた方、②被用者保
険の被保険者本人であった方、③被用者保険※の被扶養者であった方、の類型ごとに、通知
書の送付時期や徴収の開始時期等が異なります。次ページに図解したものを掲載しており
ますのでご参照願います。  ※被用者保険とは、健康保険組合、船員保険、共済組合などをいいます。

●　前年の所得が確定後は、年間保険料額
から仮徴収分を差し引いた額を三期に分
けて納めます。

均等割額 ４３，１４３円 所 得 割 額 個人の保険料額� �
（総所得金額等－３３万円）
　×所得割の料率　９．６３％

（賦課限度額は５０万円）

仮　　徴　　収

８月
(３期)

６月
(２期)

４月
(１期)

●　前年の所得が確定するまでは、仮算定
された保険料を納めます。

本　　徴　　収

２月
(６期)

１２月
(５期)

１０月
(４期)

●お問い合わせ先　　役場保健福祉課福祉グループ　　電話　４２－２２７５
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